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卸売市場

卸売市場等を通じて取引される農産物等に対する特例

生産者
免税事業者

生産者
免税事業者

生産者
課税事業者

協同組合等※

※①農協②漁協
③森林組合
④事業協同合
など

(無条件委託方式)
① 出荷

①出荷（無条件委託方式）
生産者は、出荷した農産物について、
売値、出荷時期、出荷先等の条件を付け
ずに、その販売を農協等に委託。

小
売
業
者
等
実
需
者

消

費

者

② 精算
(共同計算方式)

②精算（共同計算方式）
一定期間に農協等が出荷した同種、同規格、同品質ごとの農産物の平均価格によ
って精算する（全体の販売代金について、農協等が手数料を控除した上で、生産者
全体で分け合う）。

出荷

● 現在、卸売市場、農協等を通じた流通形態では、どの生産者の農産物かを把握せずに流通させる仕組みとなってい
るため、課税事業者から出荷された農産物と免税事業者から出荷された農産物の区分は困難。

● このため、課税事業者である生産者が卸売市場、農協等を通じて販売する農産物に係る適格請求書等を交付するこ
とは困難。

● 従って、卸売市場、農協等が販売の委託を受けて行う（農協等については、無条件委託方式・共同計算方式による
ものに限る）農林水産品の譲渡等については、生産者の適格請求書等の交付義務を免除し、小売業者等実需者は、
当該卸売市場、農協等の発行した書類（及び帳簿）の保存で仕入税額控除を可能とする。

※一般的な農産物の流通形態の例
卸売市場、農協等の発行する書類
の保存で仕入税額控除が可能

生産者
免税/課税事業者

出荷（委託）

精算

出荷

適格請求書等の交付
義務が免除される。

課税事業者につき、適
格請求書等を交付する
ことは困難。

1農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.



○ 消費税の仕入税額控除を行うには、売り

手が発行する請求書等を保存する必要

○ ただし、卸売市場の委託取引では、卸売

市場が発行する書類を保存すれば仕入税額

控除が可能（卸売市場特例）

〇 令和５年10月１日から導入される「適

格請求書等保存方式」（いわゆるインボイ

ス制度）でも、効率的に流通させる観点か

ら、卸売市場の委託取引は引き続き卸売市

場特例を設定

〇 一方、令和２年6月施行の改正卸売市場

法において大幅な規制緩和が行われ、卸売

市場特例の範囲についても同法に合わせて

整理

【背景等】 【特例の概要】

〇 ①卸売市場において、②卸売の業務として行われる、③生鮮

食料品等の譲渡等については、改正卸売市場法施行後も売り手

の適格請求書等の交付義務を免除し、当該卸売市場が発行する

書類の保存で仕入税額控除を可能とする。

＜整理された範囲＞ ※P3~P6で詳細を説明

① 中央・地方卸売市場以外のその他市場の範囲

② 規制緩和に伴う卸売の業務の範囲

③ 特例が適用される卸売市場で取扱う生鮮食料品等の範囲

卸売市場に係る適格請求書の交付及び保存の特例
【卸売市場法の改正に伴う適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の適用範囲の明確化】

インボイス制度の原則と特例

原
則

売
り
手

買
い
手

特
例

生
産
者

適格請求書
（インボイス）

卸売市場

農協等

販売

出荷
（委託）

出荷
（委託）

出荷

出荷

仲
卸
業
者

小
売
業
者

実
需
者

卸売市場の
発行する書類

農協等の
発行する書類

仕入税額
控除可

仕入税額
控除可

２農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.



卸売市場法の改正に伴う適格請求書の交付等の特例措置の適用範囲の明確化等
【①中央・地方卸売市場以外のその他市場の範囲の明確化】

上記以外に、政令で定める規模に満たない
卸売市場（いわゆる「規模未満市場」）も
存在

中央卸売市場
（大臣が認可）

地方卸売市場
（知事が許可）

許可市場（平成30年度末現在）：1,025市場

全ての要件を満たす必要
①卸売のために開設
②卸売場・荷さばき場等の

設置

③継続した開場
④業務規程等の整備
⑤委託取引の区分管理

市場の規模に関わらず、大臣・知事の認定を
受けない市場（いわゆる「その他市場」）も
存在

中央卸売市場
（大臣が認定）

地方卸売市場
（知事が認定）

認定（地方）市場（令和３年４月末現在）：908市場

認定を受けないその他市場において

中央・地方卸売市場に準ずる卸売の業務が行われているか

一定の基準を定めて、卸売市場特例が必要な市場を明確化

改正卸売市場法の施行（令和２年６月21日）により、消費
税法で引用する「卸売市場」の範囲が変更された。

卸売市場法における卸売市場 改正卸売市場法における卸売市場

３※P4以降で詳細を説明
農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.



４

消費税法政令で①卸売市場法認定市場、②①に準ずるものとして農林水産大臣が財
務大臣と協議して定める基準を満たすもの、と規定し、告示において、その基準を
規定。規定を満たす卸売市場（その他卸売市場）について特例の対象とする。

参考

消
費
税
法
施
行
令

（
適
格
請
求
書
の
交
付
を
免
除
す
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
範
囲
等
）

第
七
十
条
の
九
（
略
）

２

法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
は
、

次
に
掲
げ
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
（
特
定
資
産
の
譲
渡
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ

の
項
、
第
七
十
条
の
十
二
第
一
項
及
び
第
七
十
条
の
十
四
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。

一

（
略
）

二

卸
売
市
場
（
卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
（
中
央

卸
売
市
場
の
認
定
）
又
は
第
十
三
条
第
一
項
（
地
方
卸
売
市
場
の
認
定
）
の
認
定
を
受
け
た

卸
売
市
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て

定
め
る
基
準
を
満
た
す
卸
売
市
場
（
農
林
水
産
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
を

い
う
。
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
せ
り
売
又
は
入
札
の
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
課
税

資
産
の
譲
渡
等
そ
の
他
の
媒
介
又
は
取
次
ぎ
に
係
る
業
務
を
行
う
者
を
介
し
て
行
わ
れ
る
課

税
資
産
の
譲
渡
等
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

卸
売
市
場
に
お
い
て
、
卸
売
市
場
法
第
二
条
第
四
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
卸
売
業
者

が
同
項
に
規
定
す
る
卸
売
を
す
る
業
務
（
出
荷
者
か
ら
卸
売
の
た
め
の
販
売
の
委
託
を
受

け
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
と
し
て
行
う
生
鮮
食
料
品
等
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
生

鮮
食
料
品
等
を
い
う
。
）
の
譲
渡

ロ

農
業
協
同
組
合
法
第
四
条
（
法
人
性
）
、
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
二
百
四
十
二
号
）
第
二
条
（
組
合
の
種
類
）
又
は
森
林
組
合
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律

第
三
十
六
号
）
第
四
条
（
事
業
の
目
的
）
に
規
定
す
る
組
合
（
こ
れ
ら
の
組
合
に
準
ず
る

も
の
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
）
が
、
当
該
組
合
の
組
合
員
そ
の
他
の

構
成
員
か
ら
販
売
の
委
託
（
販
売
条
件
を
付
さ
ず
、
か
つ
、
財
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に

よ
り
販
売
代
金
の
精
算
が
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
行
う
農
林
水
産
物
の
譲

渡
（
当
該
農
林
水
産
物
の
譲
渡
を
行
う
者
を
特
定
せ
ず
に
行
わ
れ
る
者
に
限
る
。
）

＜消費税法施行令＞

告
示
さ
れ
た
基
準
を
満
た
す
も
の
と
し
て
、
農
林
水
産
省
に
届
出
。

（
届
出
・
公
表
等
に
つ
い
て
は
事
務
次
官
通
知
に
基
づ
き
実
施
）

農林水産大臣が財務大臣と協議して定める基準

○
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
八
十
三
号

消
費
税
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
号
）
第
七
十
条
の
九
第
二
項
第

二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
五

年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

消
費
税
法
施
行
令
第
七
十
条
の
九
第
二
項
第
二
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

生
鮮
食
料
品
等
（
卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
生
鮮
食
料
品
等
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
卸
売
の
た

め
に
開
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

卸
売
場
、
自
動
車
駐
車
場
そ
の
他
の
生
鮮
食
料
品
等
の
取
引
及
び
荷
さ
ば
き
に
必

要
な
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

三

継
続
し
て
開
場
さ
れ
て
い
る
こ
と

四

売
買
取
引
の
方
法
そ
の
他
の
市
場
の
業
務
に
関
す
る
事
項
及
び
当
該
事
項
を
遵
守

さ
せ
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項
を
内
容
と
す
る
規
程
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

五

卸
売
市
場
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
卸
売
を
す
る
業
務
の
う
ち
販
売
の
委
託

を
受
け
て
行
わ
れ
る
も
の
が
区
別
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
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卸売市場法の改正に伴う適格請求書の交付等の特例措置の適用範囲の明確化等
【②卸売の業務の範囲の整理】

➢ 売買取引の設定の方法
➢ 差別的取り扱いの禁止
➢ 受託拒否の禁止（※）
➢ 第三者販売の禁止（※）
➢ 商物一致の原則（※）
➢ 自己買受けの禁止（※）
※ 中央卸売市場のみにかかる規制

【改正前】卸売業者のルール

➢ 売買取引の設定の方法
➢ 差別的取り扱いの禁止
➢ 受託拒否の禁止（※）

※ 中央卸売市場のみにかかる規制

【改正後】卸売業者のルール

〇第三者販売を拡大する取引を特例対象とする適否

〇商物不一致の取引を特例対象とする適否

※ 自己買受については、委託取引であり、売り手と買い手が結び付かない
ことから、卸売市場特例の対象。

①第三者販売の禁止

・仲卸業者、売買参加者
以外への卸売が制限
※中央卸売市場のみの規制
（地方卸売市場には規制なし） 市場外の実需者

②商物一致の原則

・市場外にある物品の
卸売の禁止
※中央卸売市場のみの規制
（地方卸売市場には規制なし）

③自己買受けの禁止

・卸売の相手方としての
買受の禁止
※中央卸売市場のみの規制
（地方卸売市場には規制なし）

（例外）残品の生じるおそれ・生
じた場合、市場間転送・連携等
７項目

（例外）開設者が指定する場所、
電子商取引

卸売業者

市場外の場所

卸売業者

※ 商物一致の原則が撤廃され、
卸売の業務の範囲が拡大され
ても、委託取引であれば売り
手と買い手が結びつかないこ
とから、卸売市場特例の措置
の対象。

輸送時間の短縮による鮮度保持・物流の効率化

※ 第三者販売の禁止が撤廃さ
れ、卸売の業務の範囲が拡大
されても、売り手と買い手が
結び付かないことに変わりは
ないことから、卸売市場特例
の対象。

他市場への転送等の効率化

〇自己買受けを特例対象とする適否

各卸売市場の実
情に応じて設定

５農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.



卸売市場法の改正に伴う適格請求書の交付等の特例措置の適用範囲の明確化等
【③卸売市場で取り扱う生鮮食料品等の範囲の整理】

※卸売市場特例の対象となる生鮮食料品等の範囲については、消費税法施行令において、卸売市場法の定義
をそのまま引用している。

卸売市場法における生鮮食料品等

① 生鮮食料品

② その他日常生活の用に供する食料品

飲食料品

野菜、果実、魚類、肉類等

加工品

③ 花き

④ その他一般消費者の日常生活と密接な
関係を有する農畜水産物で政令で定め
るもの

※旧法下では規定なし

非飲食料品

改正卸売市場法における生鮮食料品等（品目追加）

① 生鮮食料品

② 日常生活の用に供する食料品

飲食料品

野菜、果実、魚類、肉類等

加工品

③ 花き

④ その他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する
農畜水産物で政令で定めるもの

新たに追加
⚫ 野菜及び果実の種苗
⚫ 牛、馬、豚、めん羊及び山羊の原皮

非飲食料品

卸売市場法改正のプロセスにおいて、品目追加の要望

調査を行った結果、政令指定（令和元年６月）

野菜の種苗 原皮

６農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.



７農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

卸売市場特例の卸売市場の特定スキーム

国税庁

税務署

確認

確認

公表
（HP掲載）

都道府県知事

農林水産大臣

卸売市場法スキームを活用した認定卸売市場

申請

認定

掲載

都道府県知事認定

農林水産大臣認定

○ 消費税法施行令第７０条の９第２項第２号を一部改正し、特例対象の卸売市場を①卸売市場法の認定市場、②①に準ずるもの
としてその他卸売市場を規定。

○ 消費税法施行令に基づき、②に準ずるものの基準を農林水産大臣が財務大臣と協議して定め、告示。

○ 農林水産事務次官通知に基づき、告示された基準を満たす卸売市場の届出及び公表（HP掲載）等。

基準
（農林水産大臣が財務大臣

と協議して規定する）

新たなスキームを創設：農水省届出卸売市場

農林水産省

その他市場
（卸売市場法の
認定を受けない
卸売市場）

中央卸売
市場

地方卸売
市場

掲載

届出



（１） 令和２年３月31日の基準告示の公布を受けて、４月１日付けで事務次官依命通知を発出

（２） 卸売市場特例の適用を受けるための手続きのため、制度開始１年前の令和４年10月１日付けで事務次官通知が施行

（３） 同施行日から令和５年９月30日まで届出を受け付け、確認後、農林水産省のHPにて公表

（４） 令和５年10月１日からインボイス特例の適用開始

（５） 制度適用事業者は、毎年度その業務等報告するとともに、変更等のあった時には変更届を行い、一覧表を修正・公表

「登録番号」は令和3.10.1から令和5.3.31までの間申請

令和5.4.1 令和5.10.1

※令和5.10.1～卸売市
場特例の適用

令和4.10.1

通知に基づき農水省に届出し確認・HP公表
変更等の届出・

報告（１回/年）者）

農林水産大臣が定める基準を満たす卸売市場の確認スケジュール

≪確認スケジュール≫

各県説明
会開催

（10月～）

県

令和2.4.1

事務次官通知発出

令和3.10.1

事務次官通知
施行

８農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.



卸売市場特例書類が交付ができる「その他卸売市場の確認」のための届出

消費税法政令70条の９第２項第2号に基づき農林水産大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たす卸売市場の確認について
＜事務次官依命通知＞

①届出（様式１）
②届出内容・添付書類の確認

農林水産省 食料産業局長

③確認結果の通知（様式４）

①′ 変更届（様式２）

①″休止・廃止届（様式３）

そ
の
他
卸
売
市
場

開
設
者

④一覧表の作成（変更・消除）

⑤一覧表の公表（様式５）
（農林水産省のホームページにて公表）

決裁

⑥年次報告（様式６）

私たちが取引している
市場の卸売業者は、出
荷者の代わりに特例書
類が交付できるんだ
な！

適格請求書に記載され
ている卸売業者は、農
林水産省で確認されて
いるものだな。

②届出内容・添付書類
（届出内容）

ⅰ開設者の名称・住所・代表者名
ⅱ卸売市場の名称・位置・取扱品目等
ⅲ卸売業者の名称・所在地・登録番号
（添付書類）
ⅳ開設者の定款・登記簿事項証明書等
ⅴ卸売市場の業務規程
ⅵ直近の業務実績 など

⑤公表事項
ⅰ開設者の名称・住所
ⅱ卸売市場の名称
ⅲ卸売市場の位置
ⅳ卸売市場の取扱品目
ⅴ卸売業者の名称・所在地・登録番号
ⅵ適用日・適用除外日

出荷者

仲卸業者

９

買受人

農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.



10農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.



○ 前提として、売買仕切書（卸売会社→出荷者）については、その記載事項につき、法令上の定めはない。

○ その上で、売買仕切書に求められるのは、売り手である出荷者が、適正に区分経理を行い、申告納税が可能な程度の事項が記
載されていることとなる。

○ インボイス制度実施後（2023年10月～）、「委託手数料」については、卸売会社にとって「売上」であることから、当該金
額につき、売買仕切書をインボイスとするのであれば、記載事項を満たす必要がある。「控除金額」（立替金と仮定）につい
ては、原則として、立替払先のインボイスを出荷者に交付する必要があるが、卸売会社が立替払先のインボイスを保存してい
る場合には、売買仕切書に出荷者ごとの負担額等を記載することでも対応可能。

売買仕切書の「インボイス」対応について

現在使用されている売買仕切書（記載例）
売買仕切書

○年○月○日
出荷者 ○○様

品名（種） 階級 数量 単価 金額

キャベツ ２Ｌ 10 1,000 10,000

キャベツ Ｌ 30 1,000 30,000

キャベツ Ｍ 10 1,000 10,000

○○卸売市場㈱

数量合計 税抜き計 50,000

８％に相当する額 4,000

合 計（税込） 54,000

委託手数料（税込） 4,675

控除金額

運賃 1,100

控除１

控除２

差引仕切金額 48,225

インボイス制度対応の記載例

売買仕切書
○年○月○日

出荷者 ○○様

委託手数料は、青果卸売
会社の登録番号を記載する
ことでインボイス対応

控除金額を、仕切書に出
荷者ごとの負担額等を記
載して対応する場合、控
除金額部分の消費税額を
記載していれば、仕入税額
を積上計算することも可能

【未定稿】
市場→出荷者

11

※

※

※

注）※印は軽減税率（８％）
適用商品

農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

- 品名（種） 階級 数量 単価 金額

※ キャベツ ２Ｌ 10 1,000 10,000

※ キャベツ Ｌ 30 1,000 30,000

※ キャベツ Ｍ 10 1,000 10,000

注）※印は軽減税率（8％）適
用商品

○○卸売市場㈱
登録番号：Ｔ123456・・・

合計 50 税抜計（８％対象） 50,000

８％に相当する額（消費税額） 4,000

１０％に相当する額（消費税額） 0

合 計（税込） 54,000

委託手数料（税抜） 10％対象 4,250

消費税額（10％） ×10/100 425

合 計 税 込 4,675

控除金額

10％
対象

①運賃 1,000

①‘①消費税 100

○％
対象

②控除 0

②‘②消費税 0

控除金額合計 ①＋② 1,000

消費税額合計 ①‘＋②‘ 100

差引仕切金額 48,225



支払通知書
出荷者 △△ 様 2020年○月○日

○○卸売市場㈱

繰越金額 買上金額 消費税額 買上合計 お支払額

10,000 20,000 1,600 21,600 31,600

月日 明細書番号 数量 単価 売上/消費税 合計金額

*/** ８０１
10,000

800

10,800

*/** ８０２
10,000

800

10,800

**合計**
20,000

1,600

21,600

○出荷者より出荷された農産物につき、卸売会社による買付（仕入）を行っている場合の対応
現状、出荷者から請求書を受領することなく、卸売会社から出荷者に対して支払通知書等を送付すること

により、支払業務を行っている場合、卸売会社が仕入税額控除を行うためには、支払通知書等を区分記載請
求書・インボイス（仕入明細書）対応することで対応可能。その場合、支払通知書等に記載する登録番号は、
出荷者の登録番号を記載する点、課税仕入れの相手方（出荷者）の確認を受けたものに限られる点に留意。

○区分記載請求書等保存方式による追加事項：①軽減対象資産の譲渡等である旨
②税率ごとに区分して合計した対価の額（税込み）

○適格請求書等保存方式（インボイス制度）による追加事項：上記①②＋ ③登録番号 ④適用税率及び消費税額等

（消費税額等の端数処理は、一のインボイスにつき、税率ごとに１回）

※ 上記②は税抜又は税込対価の額

現在使用されている支払通知書 インボイス制度導入後

支払通知書等の「インボイス」対応（イメージ）

支払通知書
出荷者 △△ 様 2023年○月○日 ○○卸売市場㈱
登録番号：T123456…

繰越金額 買上金額 消費税額 買上合計 お支払額

10,000 20,000 1,600 21,600 31,600

月日 明細書番号 数量 単価 売上/消費税 合計金額

*/** ８０１
10,000

800
10,800

*/** ８０２
10,000

800
10,800

**8%対象合計**
20,000

1,600
21,600

**10%対象合計**
0 0

10％対象の売上が
なければ、記載不要

出荷者の登録番号を
記載する必要がある

【未定稿】
市場→出荷者
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№ 801
№ 801

農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.



○ インボイス制度において、出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡（出荷者から委託を受けた受託者が卸
売の業務として行うものに限る。）は出荷者のインボイス交付義務が免除され、買受人は卸売会社（受託者）が発行す
る請求書等を保存することにより仕入税額控除が可能（卸売市場特例）（請求書等の記載事項はインボイスと同一）。

○ 卸売市場特例書類・インボイスの記載事項の内、「インボイス事業者の名称」、「登録番号」、「取引の内容」、
「宛名」については、「取引先コード等」による表示も認められる。ただし、取引先コード等による場合、インボイス
事業者（卸売会社）と、その取引の相手方（買受人）との間で、表示される取引先コード等の内容を明らかにしておく
必要があることに留意。

○ 取引先コード等の内容については、例えば、卸売会社と買受人との基本契約や、取引先コードの一覧等で売り手・買
い手の双方が確認できるようにしておくことで足りる。

インボイス制度における卸売市場特例書類（インボイス）対応

現在使用されている売渡票 インボイス制度対応（赤字部分）の売渡票

会社（1～69：○○青果卸協同組合
/70：□□青果㈱/80：△△青果㈱）

売渡票

組合名 ○○
組合員名 ６ 様 ○○卸売市場㈱

売渡票

組合名 ○○
組合員名 ６ 様

○○卸売市場㈱
登録番号Ｔ1234・・・

・取引先コード等
「６」というコードがどの買受
人の宛名を表しているのか、売
り手・買い手の双方が確認でき
るようにしておく必要。

※ 区分欄の※印は軽減税率（８％）適用商品

区分 品名 数量 単価 金額

※ 小ねぎ 1 2,100 2,100

※ アスパラガス 30 100 3,000

※ レタス 2 1,900 3,800

※ サニーレタス 1 1,200 1,200

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

小計 42,890

20XX年X月XX日 20XX年X月XX日

区分 品名 数量 単価 金額

※ 小ねぎ 1 2,100 2,100

※ アスパラガス 30 100 3,000

※ レタス 2 1,900 3,800

※ サニーレタス 1 1,200 1,200

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

小計 42,890

請 求 金 額

46,321

金 額 計 ８％相当額

42,890 3,431

請 求 金 額

46,321

【未定稿】
市場→買受人

13

10％対象の売上がな
ければ、記載不要

消費税額の計算は、税
率毎の合計額から行う。
（端数処理は税率ごと
にそれぞれ１回）

※ 区分欄の※印は軽減税率（８％）適用商品

農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.



○ 複数の卸売会社等の請求が一本化された請求書を、インボイス制度へ対応するには、卸売市場特例書類及びイ
ンボイスの記載事項をそれぞれ満たす必要がある。

○ 卸売市場特例書類・インボイスの記載事項の内、「インボイス事業者の名称」、「登録番号」や「取引の内容」、
「宛名」については、「取引先コード等」による表示も認められる。

複数の請求が一本化された請求書のインボイス対応（対応案①：インボイス代理発行）

現在使用されている請求書・売渡票

売渡票
・
・

インボイス制度対応の請求書・売渡票（記載例）

会社（1～69：○○青果卸売協同組合
/70：□□青果㈱/80：△△青果㈱）

請求書
組合名 ○○青果商業協同組合
12000 ㈱○○○ 殿

請求書
組合名 ○○青果商業協同組合
12000 ㈱○○○ 殿

売渡票

会社（1～69：○○青果卸売協同組合/70：□□青果㈱/80：△△青果㈱）

※ 区分欄の※印は軽減税率（８％）適用商品

○○青果卸売協同組合（仲卸） 648,000

□□青果㈱（卸売会社） 11,111

△△青果㈱（卸売会社） 111,111

取引額 722,222

消費税額 57,776

会社 売渡表
番号

税抜金額
（８％）

税抜金額
（10％）

消費税額
（８％）

消費税額
（10％）

Ａ青果仲卸㈱ 2-1~2-8 100,000 ー 8,000 ー

Ｂ青果仲卸㈱ ・・・ 200,000 ー 16,000 ー

Ｃ青果仲卸㈱ ・・・ 300,000 ー 24,000 ー

□□青果㈱ ・・・ 11,111 ー 888 ー

△△青果㈱ ・・・ 111,111 ー 8,888 ー

取引額 722,222 ー ー ー

消費税額（合計） ー ー 57,776 ー

【対応案①：インボイス代理発行】
代理発行とは、売り手（各仲卸業者）とは異な
る別の者（○○青果卸売協同組合）が売り手に
代理してインボイスを交付する方法。
この場合、各売り手（仲卸業者）の登録番号・
取引金額等をそれぞれ記載する必要がある。

取引年月日 区分 会社
番号・品名
階級等etc.

数量 税抜単価 税抜金額 荷主名

2023.○.○ ※ ２ パプリカＯＲ 10 120 1,200 Ａ青果仲卸㈱

2020年X月XX日
2023年X月XX日

消費税額の端数処理は、各仲卸会
社・卸売会社の消費税額を記載する
段階で行う。

請求書と売渡票を併せてインボイス（又は卸売市場特例書類）と
なる。
取引先コードの記載により仲卸会社・卸売会社の「登録番号」を
記載していることとなり、コードの内容については、売り手・買
い手の双方で共有する必要（売渡票により「取引の内容」も記載
していることとなる）。

【未定稿】
市場→買受人

14

№ ２－１

農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.



○ 複数の卸売会社等の請求が一本化された請求書を、インボイス制度へ対応するには、卸売市場特例書類及びイ
ンボイスの記載事項をそれぞれ満たす必要がある。

○ 卸売市場特例書類の内（インボイスの場合も同様であるが）「インボイス事業者の名称」、「登録番号」や「取引
の内容」、「宛名」については、「取引先コード等」による表示も認められる。

複数の請求が一本化された請求書のインボイス対応（対応案②：媒介者交付特例）

現在使用されている請求書・売渡票 インボイス制度対応の請求書・売渡票（記載例）
請求書

組合名 ○○青果商業協同組合
12000 ㈱○○○ 殿

請求書
組合名 ○○青果商業協同組合
12000 ㈱○○○ 殿

○○青果卸売協同組合（仲卸） 648,000

□□青果㈱（卸売会社） 11,111

△△青果㈱（卸売会社） 111,111

取引額 722,222

消費税額 57,776

会社 売渡表
番号

税抜金額
（８％）

税抜金額
（10％）

消費税額
（８％）

消費税額
（10％）

○○青果卸売協同
組合

Ｔ1234・・・・・

２－１
～

２－８

600,000 ー 48,000 ー

□□青果㈱ 11,111 ー 888 ー

△△青果㈱ 111,111 ー 8,888 ー

取引額 722,222 ー ー ー

消費税額（合計） ー ー 57,776 ー

【対応案②：媒介者交付特例】
媒介者交付特例とは、媒介者（○○青果卸売
協同組合）が売り手(各仲卸業者)に代り、媒
介者の名義でインボイスを交付できる特例。
この場合、媒介者（○○青果卸売協同組合）
の登録番号を記載する必要がある。

2020年X月XX日
2023年X月XX日

消費税額の端数処理は、原則として、
○○青果卸売協同組合・各卸売会社
の消費税額を記載する段階で行う。

【未定稿】
市場→買受人
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売渡票
・
・

会社（1～69：○○青果卸売協同組合
/70：□□青果㈱/80：△△青果㈱）

売渡票

会社（1～69：○○青果卸売協同組合/70：□□青果㈱/80：△△青果㈱）

※ 区分欄の※印は軽減税率（８％）適用商品

取引年月日 区分 会社
番号・品名
階級等etc.

数量 税抜単価 税抜金額 荷主名

2023.○.○ ※ ２ パプリカＯＲ 10 120 1,200 Ａ青果仲卸㈱

請求書と売渡票を併せてインボイス（又は卸売市場特例書類）と
なる。
取引先コードの記載により仲卸会社・卸売会社の「登録番号」を
記載していることとなり、コードの内容については、売り手・買
い手の双方で共有する必要（売渡票により「取引の内容」も記載
していることとなる）。

№ ２－１

農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.


